
 

 

政省令規定見込み事項と今後のスケジュール 

 

 

１．政令案 

パブリックコメント：１月１４日（火）～２月１２日（水） 

閣議決定     ：２月中（予定） 

 施行       ：４月１日 

 

２．省令案 

パブリックコメント：１月１４日（火）～２月１２日（水） 

公布       ：２月中（予定） 

 施行       ：４月１日 

 

 

資料３ 



      農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令案の概要 
 

 

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（以下「法」という。）の規定

に基づき、政令を制定する。 
 

本部関係 

１．農林水産物・食品輸出本部（２において「本部」という。）の庶務は、農林

水産省食料産業局輸出促進課（令和２年４月より輸出先国規制対策課（仮称）

に改組予定）において処理する。なお、農林水産省組織令を併せて改正し、

食料産業局及び輸出促進課の事務に、法第４条に規定する事務を追加する。 

［法第９条関係］ 

 

２．本部の運営に関し必要な事項は、農林水産物・食品輸出本部長が本部に諮っ

て定める。［法第９条関係］ 

 

手数料関係 

３．輸出証明書の発行手数料の額は、申請１件につき 900 円を超えない範囲内

において、輸出証明書の種類ごとに主務省令で定める額とする。ただし、令

和 12 年 12 月 31 日までの間は、零円とする。［法第 15 条第３項関係］ 

 

４．適合施設の認定手数料の額は、申請１件につき 20,900 円を超えない範囲内

において、施設認定農林水産物等の種類ごとに主務省令で定める額とする。 

［法第 17 条第８項関係］ 

 

５．登録認定機関の登録手数料の額は、申請１件につき 145,000 円（更新は

113,300 円）を超えない範囲内において、適合施設の種類ごとに主務省令で

定める額とする。［法第 18 条第１項、第 21 条第２項関係］ 

 

登録認定機関関係 

６．登録認定機関の登録の有効期間は、４年とする。［法第 21 条第１項関係］ 

 

主務大臣関係 

７．主務大臣は、農林水産物又は食品の種類、輸出先国等を勘案して財務省令・

厚生労働省令・農林水産省令で定める区分に応じ、財務大臣、厚生労働大臣

又は農林水産大臣とする。［法第 43 条関係］ 

 

施行期日 

８．この政令は、令和２年４月１日から施行する。 

未定稿 
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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則案の概要 
 
 

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（以下「法」という。）及び農

林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令（以下「令」という。）の規

定に基づき、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則（財務省

令・厚生労働省令・農林水産省令）を定める。 
 

定義 

１．農林水産物を原料又は材料とする加工品は、農林水産物を原料又は材料と

して製造し、又は加工したもの（天然ゴムを除く。）とする。［法第２条関係］ 

 

２．次に掲げる用語の定義は、次に定めるとおりとする。 

① 衛生証明書 

輸出される農林水産物又は食品が、輸出先国の政府機関が定める衛生基

準に適合することを証明する輸出証明書。 

② 自由販売証明書 

輸出される農林水産物又は食品が、日本国内において製造され、又は加

工され、かつ流通することが可能であることを証明する輸出証明書。 

③ 放射性物質検査証明書等 

東日本大震災による原子力発電所事故の発生に伴い輸出先国が求める証

明書であって、輸出される農林水産物又は食品が、輸出先国の政府機関が

定める放射性物質等に関する基準に適合することを証明する輸出証明書。 

④ 漁獲証明書等 

輸出される農林水産物又は食品が、輸出先国の政府機関が定める水産資

源の管理に関する基準に適合することを証明する輸出証明書。 

［法第 15 条関係］ 

 

輸出証明書関係 

３．主務大臣は、輸出証明書の種類ごとに、次に掲げる方法により輸出証明書を

発行するものとし、その細目については農林水産物又は食品の種類及び輸

出先国ごとに主務大臣が定めるものとする。 

① 衛生証明書 

輸出される農林水産物又は食品が、輸出先国の政府機関が定める生産、

製造、加工又は流通の過程における衛生管理及び衛生状態に関する基準

に適合することを確認するものとする。 

② 自由販売証明書 

輸出される農林水産物又は食品が、食品衛生法、飼料の安全性の確保及

び品質の改善に関する法律若しくは愛がん動物用飼料の安全性の確保に

未定稿 
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関する法律又はこれらの関係法令に適合して日本国内において製造され、

又は加工され、かつ、流通することが可能であるとともに、当該農林水

産物又は食品を製造する事業者がこれらの法令に基づく命令を受けてい

ないことを確認するものとする。 

③ 放射性物質検査証明書等 

輸出される農林水産物又は食品が、輸出先国の政府機関が定める放射性

物質等に関する基準に適合することを確認するものとする。 

④ 漁獲証明書等 

輸出される農林水産物又は食品が、輸出先国の政府機関が定める水産資

源の管理に関する基準に適合することを確認するものとする。 

⑤ その他の輸出証明書 

輸出される農林水産物又は食品が、輸出先国の政府機関が定める基準（①

から④までに掲げる基準を除く。）に適合することを確認するものとする。 

［法第 15 条第１項関係］ 

  

４．都道府県知事等は、次に掲げる農林水産物又は食品の種類及び輸出先国に係

る輸出証明書について、輸出証明書の種類ごとに、それぞれ３の①又は③に

掲げる方法により輸出証明書を発行するものとし、その細目については農林

水産物又は食品の種類及び輸出先国ごとに主務大臣が定めるものとする。 

① 衛生証明書 

イ アルゼンチン、オーストラリア、バーレーン、ブラジル、中国、欧州

連合、香港、インドネシア、マカオ、マレーシア、メキシコ、ミャンマ

ー、ニュージーランド、フィリピン、カタール、ロシア等、シンガポー

ル、タイ、台湾、ウルグアイ、アラブ首長国連邦又はベトナムに輸出さ

れる畜産物（その加工品を含む。以下同じ。） 

ロ ブラジル、中国、欧州連合、香港、インド、カナダ、韓国、メキシコ、

マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、カナダ、台湾、又はベ

トナムに輸出される水産物（その加工品を含み、錦鯉を除く。） 

ハ カンボジア、インドネシア、マカオ、モーリシャス、ミャンマー、フ

ィリピン、ロシア、南アフリカ、スリランカ、タイ、アメリカ、アラブ

首長国連邦に輸出される錦鯉 

② 放射性物質検査証明書等 

 中国、欧州連合、韓国、シンガポール又は台湾に輸出される酒類以外

の農林水産物又は食品 

［法第 15 条第２項関係］ 

 

５．主務大臣は、都道府県知事等が輸出証明書を発行する場合は、当該発行を担

当する部署に関する情報を取りまとめ、インターネットの利用その他の方



3 
 

法により公表するものとする。 

 

 

適合区域関係 

６．区域指定農林水産物等は、水産物（その加工品を含む。以下同じ。）とする。 

［法第 16 条第１項関係］ 

 

７．主務大臣は、指定に係る区域が、輸出先国の政府機関が定める次に掲げる事

項に関する基準に適合することを審査することにより適合区域を指定する

ものとし、その細目については農林水産物又は食品の種類及び輸出先国ご

とに主務大臣が定めるものとする。 

① 輸出先国が定める安全性の基準に適合すること 

② 適合区域から採取した試料の検査の実施に必要な体制を有すること 

③ ①及び②の要件に適合しなくなった場合又は適合しなくなるおそれがあ

る場合に、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な措置の実施に必要な

体制を有すること 

④ 当該適合区域で生産され、製造され、加工され、又は流通する水産物の

適正な表示の確保その他の不正の防止に必要な体制を有すること 

［法第 16 条第１項関係］ 

 

８．都道府県知事等は、欧州連合又はニュージーランドに輸出される水産物（二

枚貝に限る。）が生産され、製造され、加工され、又は流通する区域につい

て、輸出先国の政府機関が定める７に掲げる事項に関する基準に適合する

ことを審査することにより適合区域を指定するものとし、その細目につい

ては農林水産物又は食品の種類及び輸出先国ごとに主務大臣が定めるもの

とする。［法第 16 条第２項関係］ 

 

９．主務大臣は、都道府県知事等が適合区域の指定を行う場合は、当該指定を担

当する部署に関する情報を取りまとめ、インターネットの利用その他の方

法により公表するものとする。 

 

１０． 主務大臣及び都道府県知事等は、輸出先国の政府機関が定める７に掲げ

る事項に関する基準に適合することを審査することにより適合区域の定期

的な確認をするものとし、その細目については農林水産物又は食品の種類

及び輸出先国ごとに主務大臣が定めるものとする。［法第16条第４項関係］ 

 

１１． 適合区域の指定等の報告は、適合区域の指定の取消し又は適合区域の変

更を実施した場合には、その理由を合わせて報告するものとする。 
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［法第 16 条第５項関係］ 

 

適合施設関係 

１２． 施設認定農林水産物等は、農産物（その加工品を含む。以下同じ。）、畜

産物、水産物及び飼料とする。［法第 17 条第１項関係］ 

 

１３． 主務大臣は、認定に係る施設が、輸出先国の政府機関が定める次に掲げ

る事項に関する基準に適合することを審査することにより適合施設を認定

するものとし、その細目については農林水産物又は食品の種類及び輸出先

国ごとに主務大臣が定めるものとする。 

① 輸出先国の政府機関が定める設備及び構造を有すること 

② 輸出先国の政府機関が定める食品又は動植物の衛生に関する管理の実施

に必要な体制を有すること 

③ 輸出先国の政府機関が定める残留物質の検査その他の必要な検査の実施

に必要な体制を有すること 

④ 当該適合施設で生産され、製造され、加工され、又は流通する施設認定

農林水産物等の適正な表示の確保その他の不正の防止に必要な体制を有

すること 

また、主務大臣は、適合施設の認定等を行う場合にあっては、登録認定機

関その他主務大臣が定める基準に適合する者に審査の一部を行わせること

ができるものとする。［法第 17 条第１項関係］ 

 

１４． 都道府県知事等は、次に掲げる施設認定農林水産物等が生産され、製造

され、加工され、又は流通する施設について、輸出先国の政府機関が定める

１３に掲げる事項に関する基準に適合することを審査することにより適合

施設を認定するものとし、その細目については農林水産物又は食品の種類

及び輸出先国ごとに主務大臣が定めるものとする。 

① タイに輸出される農産物 

② バーレーン、ブラジル、欧州連合、香港、インドネシア、韓国、マカオ、

マレーシア、ミャンマー、フィリピン、カタール、タイ、アラブ首長国

連邦又はベトナムに輸出される畜産物 

③ 欧州連合、インド、ニュージーランド又は米国に輸出される水産物（錦

鯉を除く。） 

④ カンボジア、インドネシア、マカオ、モーリシャス、ミャンマー、フィ

リピン、ロシア、南アフリカ、スリランカ、タイ、アメリカ、アラブ首長

国連邦に輸出される錦鯉 

［法第 17 条第２項関係］ 
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１５． 主務大臣は、都道府県知事等が適合施設の認定を行う場合は、当該認定

を担当する部署に関する情報を取りまとめ、インターネットの利用その他

の方法により公表するものとする。 

 

１６． 登録認定機関は、オーストラリア、ブラジル、インドネシア、ナイジェ

リア、ロシア、ウクライナ又は米国に輸出される水産物が生産され、製造さ

れ、加工され、又は流通する施設について、輸出先国の政府機関が定める 

１３に掲げる事項に関する基準に適合することを審査することにより適合

施設を認定するものとし、その細目については農林水産物又は食品の種類

及び輸出先国ごとに主務大臣が定めるものとする。［法第17条第３項関係］ 

 

１７． 登録認定機関は、主務大臣が定めるところにより、輸出される農林水産

物又は食品が、自らが認定又は定期的な確認（２２及び２３を除き、以下「認

定等」という。）を行った施設において、輸出先国の政府機関が定める１３

に掲げる事項に関する基準に適合して生産、製造、加工又は流通されたもの

であることを証明することができる。［法第 17 条第３項関係］ 

 

１８． 主務大臣、都道府県知事等及び登録認定機関は、輸出先国の政府機関が

定める１３に掲げる事項に関する基準に適合することを審査することによ

り適合施設の定期的な確認をするものとし、その細目については農林水産

物又は食品の種類及び輸出先国ごとに主務大臣が定めるものとする。 

［法第 17 条第４項関係］ 

 

１９． 適合施設の認定等の報告は、適合施設の認定の取消しを実施した場合に

は、その理由を合わせて報告するものとする。［法第 17 条第６項］ 

 

２０． 主務大臣による適合施設の認定手数料の額は、次に掲げるとおりとする。 

① アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、欧州連合、香港（牛肉）、ニュ

ージーランド、シンガポール（卵製品以外）、タイ（豚肉）、台湾（牛肉）、

アメリカ、ウルグアイに輸出される畜産物、欧州連合に輸出される水産物

及び欧州連合に輸出される飼料に係る施設の認定については、20,900 円 

② 上記以外の施設については、10,400 円 

［令第 4条関係］ 

 

登録認定機関関係 

２１． 登録認定機関の登録の申請は、主務大臣が定める様式に手数料に相当す

る額の収入印紙を貼り付け、次に掲げる書類を添付して行うものとする。農

林水産大臣に申請を行う場合は、独立行政法人農林水産消費安全技術セン
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ターを経由して行うものとする。 

① 定款及び登記事項証明書 

② 認定等に関する業務を行う組織、職員、登録認定機関が委嘱する外部の

委員等に関する事項を記載した書類 

③ 認定等に関する業務から生ずる損害の賠償その他の債務に対する備え

及び財務内容の健全性に関する事項を記載した書類 

④ 申請の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算に関する書類 

⑤ 主要な株主の構成等を記載した書類 

⑥ 役員の氏名、略歴及び担当する業務の範囲を記載した書類 

［法第 20 条第１項関係］ 

 

２２． 登録認定機関の登録の基準は、次に掲げる基準のいずれかに適合する

ものであることとする。 

① 適確に認定及び定期的な確認（２２及び２３において「認定等」とい

う。）を実施できるものとして、次に掲げる事項のいずれにも適合して

いること 

イ 認定等の公平性や財務基盤の安定性の確保、情報の機密保持その他

認定等の適確な実施に必要な組織運営方針を有すること 

ロ 認定等の公平性を確保するために必要な組織運営機構を有すること 

ハ 認定等に必要な要員及び力量を確保するとともに、その管理に必要

な方針を有すること 

ニ 認定等において、施設認定農林水産物等の検査を行う場合にあって

は、③に掲げる事項のいずれにも適合していること 

ホ 認定等にかかる業務を適確に実施するために必要な手順を有すること 

へ 認定等にかかる業務を適確に実施するために必要な規程の作成、記

録の管理その他必要な業務管理体制を有すること 

② 適確に認定等を実施できるものとして、①に掲げる事項（ニを除く。）

に適合していること 

③ 適確に定期的な確認を実施できるものとして、次に掲げる事項のいず

れにも適合していること 

イ 施設認定農林水産物等の検査の公平性、情報の機密保持に必要な運

営方針を有すること 

ロ 施設認定農林水産物等の検査の適確な実施に必要な組織運営機構を

有すること 

ハ 施設認定農林水産物等の検査に必要な資源を確保するとともに、そ

の資源の管理に必要な方針を有すること 

ニ 施設認定農林水産物等の検査にかかる業務を適確に実施するために
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必要な手順を有すること 

ホ 施設認定農林水産物等の検査にかかる業務を適確に実施するために必

要な規程の作成、記録の管理その他必要な業務管理体制を有すること 

［法第 20 条第１項第１号関係］ 

 

２３． 登録認定機関の登録及びその更新の手数料は、次に掲げる適合施設の種

類ごとに、それぞれ定めるとおりとする。 

① ２０の①の基準を満たす登録認定機関が認定等を行う適合施設 

145,000 円（更新は 113,300 円） 

② ２０の②の基準を満たす登録認定機関が認定等を行う適合施設

118,700 円（更新は 95,800 円） 

③ ２０の③の基準を満たす登録認定機関が定期的な確認を行う適合施設  

15,400 円（更新は 12,200 円） 

［令第 5条、第 7条関係］ 

 

２４． 次に掲げる適合施設の種類に係る登録認定機関が、別の適合施設の種

類に係る登録を申請する場合の手数料は、それぞれ次のとおりとする。 

① ２１の②の適合施設の種類に係る登録認定機関が、２１の①の適合施

設の種類に係る登録認定機関の登録を受ける場合 26,300 円 

② ２１の③の適合施設の種類に係る登録認定機関が、２１の①の適合施

設の種類に係る登録認定機関の登録を受ける場合 129,600 円 

［令第 5条関係］ 

 

２５． 登録認定機関の登録は、施設認定農林水産物等の種類（農産物、畜産物

又は水産物）及び２１に掲げる適合施設の種類ごとに行う。 

 

２６． 登録台帳は主務大臣の定める様式によるものとする。登録台帳には、施設

認定農林水産物等の輸出先国を併せて記載するものとし、主務大臣は、登録

認定機関の求めに応じ、当該輸出先国に係る記載を変更することができる。 

 

２７． 登録認定機関の登録の更新については、２１、２２、２５及び２６を準

用する。 

 

２８．  登録認定機関の認定等に関する業務の方法に関する基準は、次に掲げる

事項とする。 

① 認定等の実施方法に関する事項 

イ 認定に係る施設が１２の基準に適合することを調査、検証すること 

ロ 認定の申請者等が、本法に基づく施設認定を取り消され、その取消し
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の日から１年を経過しない者でないこと等を確認すること 

ハ 認定に際し、登録認定機関が、認定施設設置者等に対し、業務に関

し必要な報告、事業所等の立入調査等を求めることができること、こ

れらを忌避したときは認定を取り消すことができること等の条件を求

めること等 

② 施設の認定の取消しその他の措置の実施方法に関する事項 

イ 認定に係る施設が認定の基準に適合しなくなったとき等は、認定施

設設置者等に対し、必要な措置をとるべきことを請求すること 

ロ 認定施設設置者等が当該請求に係る措置を速やかに講ずることが見

込まれないときは、当該認定施設設置者等に対し、輸出に関する業務

（当該措置に関するものに限る。）を停止することを請求すること 

ハ 認定に係る施設が認定の基準に適合することが見込まれなくなった

とき、認定施設設置者等が正当な理由がなく①のハの請求を忌避した

とき等は、その認定を取り消すこと 

［法第 25 条第２項関係］ 

 

２９．  登録認定機関の業務規程には、次に掲げる事項を定めるものとし、

農林水産大臣に届け出る場合は、センターを経由して行うものとする。 

① 認定等に係る施設認定農林水産物等の種類及びその輸出先国に

関する事項 

② 業務時間、休日に関する事項 

③ 業務の実施方法、組織体制、職員の能力、料金算定方法等に関す

る事項 

［法第 25 条第２項関係］ 

 

３０．  事業所の変更、業務の休廃止の届出は、主務大臣が定める様式によ

るものとし、農林水産大臣に届け出る場合は、センターを経由して行

うものとする。［法第 26 条関係］ 

 

３１．  登録認定機関は、認定の申請に係る施設の名称、認定に従事した者の氏

名等を記載した帳簿を、最終記載日から５年間保存しなければならない 

［法第 31 条関係］ 

 

主務大臣又は都道府県知事等による立入調査等関係 

３２． 立入調査等をする職員は、主務大臣が定める様式による身分証明書を携

帯し、求めに応じて提示するものとする。 

 

３３．  都道府県知事等又は登録認定機関が行う適合施設の認定又はその
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取消しの主務大臣への報告は、書面により行うものとする。 

［法第 38 条第６項関係］ 

 

主務大臣関係 

３４． 輸出証明書の発行及び適合施設の認定並びにそれぞれに関する報告徴

収及び立入調査の主務大臣は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める大臣

とする。 

① 衛生証明書の発行及び適合施設の認定等に関する事項 

厚生労働大臣又は農林水産大臣であって、輸出に係る農林水産物又は食

品の生産、製造、加工又は流通を所管する大臣とする。 

② 放射性物質検査証明書等の発行に関する事項 

次に掲げる農林水産物又は食品の種類に応じ、それぞれ次に掲げる大臣

とする。 

     イ 酒類以外の農林水産物又は食品 農林水産大臣 

     ロ 酒類 財務大臣 

③ 自由販売証明書、漁獲証明書等の発行に関する事項 農林水産大臣 

④ ２の⑤のその他の輸出証明書に関する事項 

財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣であって、輸出に係る農林水

産物又は食品の生産、製造、加工又は流通を所管する大臣とする。 

［令第８条関係］ 

 

３５． 適合区域の指定の主務大臣は、農林水産大臣とする。 

 

３６． 登録認定機関の登録等の主務大臣は、農林水産大臣とする。 

 

 

公示方法 

３７． 法及びこの規則の規定による公示及び公表は、インターネットの利用そ

の他の適切な方法により行うものとする。 

 

 

施行期日等 

３８． この省令は、令和２年４月１日から施行する。 

 

３９． 輸出に係る農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は

流通する施設であって、法の施行前に輸出先国の政府機関が定める要件に

適合していたものとして主務大臣が認めるものは、本法の規定に基づき認

定された適合施設とみなす。 



農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則案の概要 

 

 

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定に基づき、農林水産省

関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則（農林水産省令）を

定める。 

 

輸出事業計画関係 

１． 輸出事業計画の提出は、農林水産大臣が定める様式により、事業の目標等

を記載した計画を作成するとともに、事業の実施体制図、申請者の直近の事

業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他の輸出事業計画の認定

のための審査に当たって農林水産大臣が必要と認める書類を添付して行う

ものとする。［法第 34 条第１項関係］ 

 

２． 法第 34 条第４項の農林水産省令で定める基準は、国際連合食糧農業機関

及び世界保健機関合同の食品規格委員会総会において採択された危害分析・

重要管理点方式とその適用に関するガイドラインに基づき、食品の製造過程

の管理の高度化を図るための体制の整備及びこれに必要な施設の整備が実

施されると見込まれることとする。［法第 34 条第４項第６号関係］ 

 

 

センターによる立入検査等関係 

３． 独立行政法人農林水産消費安全技術センターが登録認定機関に立入検

査等を行った場合は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面により農林

水産大臣に報告するものとする。 

① 立入検査又は質問を行った登録認定機関の氏名又は名称及び住所並び

に代表者の氏名 

② 立入検査又は質問を行った年月日、場所 

③ 立入検査又は質問の結果 

④ その他参考となるべき事項 

［法第 40 条第３項関係］ 

 

４． 立入検査をする職員は、農林水産大臣が定める様式による身分証明書を携

帯し、求めに応じて提示するものとする。 

 

 

施行期日 

５． この省令は、令和２年４月１日から施行する。 

未定稿 
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